
 

 

 

国保診療所送迎ワゴンの運行方法の変更について 

 

広田地域の地域内移動を担っている国保診療所送迎ワゴンについて、砥部町地域公共交通

網形成計画に基づく運行見直し基準（令和４年１２月１日設定）の利用者数が運行見直し基準

値（１日あたり１人未満）に該当するため、効率的な運行を行う観点から、令和８年度から下記

のとおり運行方法を変更したい。 

 

記 

 

 
令和 8年度【見込】 令和 6年度【実績】 

送 迎 予約制 ルート送迎 

運 行 

週 3日 

・9時～11時 

・13時 30分～15時 30分 

週 4日 

・9時～11時 

火曜日 高市 

火曜日 仙波、多居谷、中野川、高市 水曜日 中野川・仙波 

水曜日 満穂、玉谷、大内野、篠谷 木曜日 全域 

木曜日 全地域 金曜日 
多居谷、満穂、玉谷、大内

野、篠谷 

運行日数 年間 54日 年間 160日 

ガソリン 

使用量(料) 

250ℓ 577ℓ  

年間約 53,000円の削減 

※ガソリン使用料については、令和 7年 10月の現在の町契約単価で算出 

 

〈参考〉１日あたりの乗車人数 

年 度 令和６年度 令和５年度 令和４年度 

１日あたり 

の乗車人数 
0.49人 0.53人 0.66人 

 

資料３－１ 


